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「適正な電力取引についての指針」の改定に関する建議について 
 

 

１．概要 

第３弾改正電気事業法（２０１５年６月１７日成立）において、２０２０年度から一般送

配電事業者及び送電事業者の法的分離を行うとともに、あわせて、一般送配電事業

者及び送電事業者とそれぞれのグループ内の発電・小売電気事業者等の人事・業務

委託などを規制する行為規制を導入することが規定されました。 

これらの行為規制については、その運用の詳細を省令で定めることとされていたと

ころ、電力・ガス取引監視等委員会制度設計専門会合において、その省令及び運用

のあり方について検討し、「一般送配電事業者及び送電事業者の法的分離にあわせ

て導入する行為規制の詳細について」をとりまとめました。 

これについて、２０１８年６月１８日に、その内容を踏まえた経済産業省令の改正を

経済産業大臣に建議し、２０１８年１２月２７日に経済産業省令の改正が行われまし

た。 

そのとりまとめの内容については、省令に反映するものに加えて、「適正な電力取

引についての指針」に反映すべきと考えられるものがあることから、そのとりまとめの

内容や制度設計専門会合における議論を踏まえ、同指針の改定案を作成し、２０１９

年６月２８日から７月２９日までの間、パブリックコメントに付してきたところです。 

本日の第２２4 回電力・ガス取引監視等委員会において、パブリックコメントでいた

だいた御意見も踏まえ検討の上、別紙の新旧対照表のとおり本指針の改定を行うこ

とについて、電気事業法第６６条の１４第１項の規定に基づき、経済産業大臣に建議

いたしました。 

 

２．添付資料 
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本日、電力・ガス取引監視等委員会は、「適正な電力取引についての指針」に関

して、改定することを経済産業大臣に建議いたしましたので、お知らせいたします。 
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